
№ 公募・非公募 種類 施設名 所在地 指定管理者 指定期間

1 非公募 公園施設 赤坂地区コミュニティ公園 阿賀野市小松319 小松区 R8.4.1～R11.3.31

2 非公募 市民文化系施設 福祉会館 阿賀野市外城町１０－５ 公益社団法人　阿賀野市シルバー人材センター R6.4.1～R9.3.31

3 非公募 保健・福祉施設 保健福祉センター京和荘 阿賀野市姥ヶ橋1104 社会福祉法人　阿賀野市社会福祉協議会 R6.4.1～R9.3.31

4 非公募 保健・福祉施設 デイサービスセンターむすびの里 阿賀野市寺社甲214

5 非公募 保健・福祉施設 デイサービスセンター第二むすびの里 阿賀野市寺社甲208-1

6 非公募 保健・福祉施設 デイサービスセンター第二わかばの里 阿賀野市稲荷町11-10

7 非公募 供給処理施設 グリーンアクアセンター 阿賀野市六野瀬763 酪農にいがた農業協同組合 R8.4.1～R11.3.31

8 非公募 産業系施設 農業総合管理センター 阿賀野市土橋298-1 新潟かがやき農業協同組合 R8.4.1～R11.3.31

9 非公募 市民文化系施設 笹神農民研修所 阿賀野市上一分134 新潟かがやき農業協同組合 R8.4.1～R11.3.31

10 非公募 産業系施設 笹神地区農産加工所 阿賀野市上一分134 新潟かがやき農業協同組合 R8.4.1～R11.3.31

11 非公募 供給処理施設 ゆうきセンター 阿賀野市大室4772 新潟かがやき農業協同組合 R8.4.1～R11.3.31

12 非公募 産業系施設 農産加工食品貯蔵庫 阿賀野市土橋280 新潟かがやき農業協同組合 R8.4.1～R11.3.31

13 公募
スポーツ・レクリエー
ション系施設

五頭山麓いこいの森及び五頭薬用植物園
阿賀野市畑江24
阿賀野市畑江50-97外

五頭自然郷をつくる会「森のこだま」 R4.4.1～R9.3.31

14 非公募 医療施設 あがの市民病院 阿賀野市岡山町13番23号 新潟県厚生農業協同組合連合会 Ｈ22.10.1～R13.3.31

15 非公募 学校教育系施設 阿賀野市神山児童クラブ 阿賀野市山倉107番地 社会福祉法人みのり会 Ｒ7.4.1～R10.3.31

16 公　募
スポーツ・レクリエー
ション系施設 道の駅「あがの」 阿賀野市窪川原553番2 株式会社　あがの R4.4.1～R9.3.31

17 公　募 行政系施設 阿賀北葬斎場 阿賀野市下条70番地1 富士建設工業株式会社 Ｒ6.4.1～R11.3.31

№ 前回公募・非公募 種類 施設名 所在地 指定管理者 指定期間

1 非公募 市民文化系施設 福祉会館 阿賀野市外城町１０－５ 公益社団法人　阿賀野市シルバー人材センター R6.4.1～R9.3.31

2 非公募 保健・福祉施設 保健福祉センター京和荘 阿賀野市姥ヶ橋1104 社会福祉法人　阿賀野市社会福祉協議会 R6.4.1～R9.3.31

3 非公募 保健・福祉施設 デイサービスセンターむすびの里 阿賀野市寺社甲214

4 非公募 保健・福祉施設 デイサービスセンター第二むすびの里 阿賀野市寺社甲208-1

5 非公募 保健・福祉施設 デイサービスセンター第二わかばの里 阿賀野市稲荷町11-10

6 公募
スポーツ・レクリエー
ション系施設

五頭山麓いこいの森及び五頭薬用植物園
阿賀野市畑江24
阿賀野市畑江50-97外

五頭自然郷をつくる会「森のこだま」 R4.4.1～R9.3.31

7 公　募
スポーツ・レクリエー
ション系施設 道の駅「あがの」 阿賀野市窪川原553番2 株式会社　あがの R4.4.1～R9.3.31

　　社会福祉法人　阿賀野市社会福祉協議会 R6.4.1～R9.3.31

　指定管理者の選定方法は、原則として公募により、指定管理候補者選定審査委員会（以下｢委員会｣という。)を設置し選考を行うこととしておりますが、｢公の施設｣の設置目的や導入効果、政策的
観点等から公募によらないで指定することがあります。この場合は、施設ごとに公募によらない理由を委員会で審議し、その審議結果を市長が判断し決定します。
　なお、公募を実施する際には、本ホームページ上に詳細を掲示します。

阿賀野市における指定管理者制度の導入

平成15年6月に地方自治法が改正され、公の施設の管理運営に関する｢指定管理者制度｣が創設されました。

■　指定管理者制度とは

　これまで、公の施設の管理について自治体が外部に委ねる場合は、相手先が公共団体や公共的団体などに限られていましたが、地方自治法の改正による指定管理者制度の導入から、市議会の
議決を経て指定された民間業者を含む幅広い団体（指定管理者）に委ねることができるようになりました。
　本市では、「指定管理者制度に関する管理運営方針（平成17年7月策定)に」基づいて制度の導入を進め、施設におけるサービスの向上と効率的な管理運営を目指すこととしております。

■　指定管理者の選定方法

　◎　令和９年３月末で指定期間満了施設

■　指定管理者が管理を行っている公の施設

　指定管理者が管理を行っている施設は表のとおりです。
　指定管理者は、指定管理者の指定にかかる議決を経た後、市長からの指定を受け、施設管理にかかる協定書を締結し施設の管理運営を行います。

◎　指定管理施設一覧【令和８年４月１日現在】

　　社会福祉法人　阿賀野市社会福祉協議会 R6.4.1～R9.3.31


